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TOPICS
トピックス

平成25年

平成25年1月30日(水)
15：30～

17：30～

講　演　｢観光立国の推進に関する最近の動向と取組について｣

　　　　前 国土交通省観光庁次長　又野　己知氏

　　　　24年9月～　(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構　理事　

　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　会員を始め関係の皆々様には日頃から当倶楽部の事業推進につきまして種々ご協力いただき深く感謝

申し上げます。

　平成25年新年大会を下記のとおり開催することといたしました。新春に相応しく鹿児島の観光に照準

を当てた展望の効く講演を企画いたしましたので、ご多忙とは存じますが万障お繰り合わせお誘い合わせ

の上、是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。

ロイヤルガーデン［B］

ロイヤルガーデン［A］
会費 5,000円
※工業倶楽部ならではの産学官交流会です。



KAGOSHIMA  INDUSTRIAL  CLUB ３

ホテルブルーウェーブ

（2）3～5分間スピーチ

（1）近況報告・情報交換

（1）近況報告・情報交換を合わせた忘年会

　　講師　ヘルシー館　代表　松迫　靖典氏

10月19日(金)　18：30～　熊虎分家　○虎一家

部会・プラザ・研究会活動状況（平成24年10月～12月）

日本初!!世界初!?日本で唯一の米粉100％・小麦粉0％の和洋菓子・パン

のお店です。お客様の健康に貢献する（小麦アレルギー等）お菓子やパンを

製造しています。健常者も困っている方もお気軽にお問合せ下さい。

日本応用糖質科学会九州支部（支部長　鮫島吉廣教授）と共催　　　　　　　　

（1）講演　 「かずかずの出会い～

　　　　　応用糖質科学会「二國賞」を受賞して」

　　講師　鹿児島大学名誉教授　竹田 靖史氏

（2）講演 　「魚肉タンパク室の変性抑制　新しい挑戦」

　　講師　鹿児島大学水産学部教授　木村 郁夫氏

（3）講演 　「科学者の責任と大学の使命」

　　講師　北海道大学大学院農学研究院教授・

　　　　　日本応用糖質科学会会長　松井 博和氏

氏
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 「社団法人鹿児島県工業倶楽部｣は、今回の公益法人

制度改革により｢公益社団法人鹿児島県工業倶楽部｣へ

移行するよう申請手続きを行っています。

　順調に行けば、平成25年4月1日から｢公益社団｣と

して発足することになります。

　公益社団になると、何が変わり何が変わらないのか

簡単にまとめましたので参考にしていただき、新たな

気持ちで活動に取り組み活気溢れる工業倶楽部にして

ください。　

公益法人制度改革の概要
　今回の改革は、これまで各大臣や知事ごとに公

益法人の認可が行われ、判断基準が不明確、不統

一であったため公益法人設立が困難で民間非営利

部門の活動が阻害されていたり実質的に営利法人

と変わらない公益法人が税制上の優遇措置を受け

ていたりすることを適正化するため行われたもの

です。

　この改革によって公益法人の認定基準を明確に

した上で認定を独立した第三者機関に委ね、行政

機関よりも多種多様なサービス提供ができる民間

非営利法人の活動を促進しようとするものです。

　まず、法人として必要な条件が揃っていれば設

立できる一般法人(一般社団又は財団で｢一般法｣と

略称される法律に拠ります。)と、一般法人が法律

に基づく諸々の基準をクリアーして公益的な活動

をする法人として第三者機関に認定されれば移行

できる｢公益法人｣(｢公益認定法｣と略称される法律

に拠ります。)とに分けられました。

　公益認定法により公益法人と認定されると各種

税の優遇措置が受けられるなどいくつかのメリッ

トがありますが、逆に活動や組織の在りようなど

に一定の義務が課されます。この義務を果たせな

くなると｢公益認定｣を取り消され一般法人に格下

げされます。

　当倶楽部のように、以前から“民法上の公益法

人”である法人は、今回の改革で｢特例民法法人｣

とされ５年以内に｢一般社団｣又は｢公益社団｣のいず

れかに移行手続きを行わなければならないとされ

ました。

移行手続きについて
　県関係部署と随時協議等を行いながら総務・広

報委員会での審議（延５回）を踏まえ、これまで

各種の手続き、申請のための作業などを行ってき

ました。

　理事会等での検討経緯を簡単に整理すると次の

ようになります。

　通常総会での決議を受けて当倶楽部内での必要

な手続きは終了したことから申請作業に入り7月

20日に事前申請にこぎつけました。

　その後、第三者機関である｢県公益認定審議会｣

事務局(県学事法制課)との間での修正や協議等を

済ませて去る12月14日に正式に申請しました。１

月下旬に聴聞会が開催され３月中に認定を受ける

予定です。

　予定通り認定されると25年4月1日に公益社団と

して登記され、その日から新しい定款のもとで新

法人として出発することとなります。

移行後の留意点等
新法人として
　鹿児島県工業倶楽部としては平成3年4月設立以

来変わりませんが、今回の改革に伴う手続きを経

ますと全く新しい法人として扱われます。

　改革により、理事、監事の役割が明確にされま

したが、理事会と監事の権限が少し強化されてい

ます。また、活動状況等をすべてオープンにする

ことが前提となります。

　役員は、24年の通常総会で選任された現在の理

事、監事が、その2年間の任期中であることから

新法人で残りの任期を務めることとなります。

　また、新法人の最初の会長、副会長は、先の通

常総会での定款変更時に議決されており現任の会

長、副会長となります。このように移行日からス

ムーズに機能するよう整えられております。

公益社団法人へのステップ!!
20.12.1

20.12.11

一般法の施行日到来により｢特例民法法人｣
となる。

５年以内に｢一般｣か｢公益｣かの選択をして
申請をするための対応等協議。 

移行手続きのスケジュール等に付き協
議、確認。→24年度通常総会で定款変
更、その後申請する旨。

「公益社団」を目指して手続き作業を進
める旨確認。→変更定款の試案作成に着
手の旨総務・広報委員会に付託。

定款変更試案につき内容審議、一部修正
を条件に承認。

修正後の定款変更試案を全会員に郵送
し、周知を兼ねて意見聴取。

通常総会で、公益認定申請を行う旨と定
款変更案とを可決。

定款変更試案を再審議、会員からの意見
等も踏まえ修正の上で通常総会に｢変更案｣
として提案の旨決議。

24.1.13～
24.3.31

（理事会）

23.4.27
　（理事会）

23.9.1
（理事会）

23.11.14
（理事会）

24.4.25
（理事会）

24.5.22　 
 （総会）
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工業倶楽部の運営について
　一般法に定められている基本事項をもとに定款

を整理・変更しましたので、同法と定款に沿って

運営すればよいことになります。

●定款について
　定款の変更は、一般法の規定に沿わせるための

ものが中心で設立理念や目的等は全く変えてあり

ません。

　また、収益事業も認められます。ただし、公益

認定基準は公益目的事業が50パーセントを超える

こととされますので、これは注意が必要です。申

請時においては78.8パーセントですが予算により

毎年変わります。

　定款の変更決議など特別決議(過半数以外の決

議)については、従来4分の3とされていたのを一般

法に合せ3分の2としました。法律より厳しい基準

は認められていますが、法律と定款とが異なると

混乱する可能性があるからです。

●理事会について
　理事本人の出席が条件となり、委任状による議

決や代理出席は認められなくなります。

　また、監事の出席が義務付けられ、理事の活動

を見守るとともに必要な意見を述べることができ

ます。

　予算を前年度末までに作成し公表しなければな

りませんので、毎年度3月の理事会で翌年度の予

算を議決することとなります。総会では決算の審

議を行いますが予算は報告される形となります。

●役員について
　役員は、これまでどおり総会で選任される理事

(20人以上30人以内)及び監事(2人)です。

　しかし、会長(1人)、副会長(3人以上5人以内)

は、これまで理事による「互選」とされていまし

たが新法では｢理事会の決議で選任｣とされました

ので、役員改選を行う総会では会長等選任のため

途中で｢理事会｣を開催する必要があります。

各種活動について
　活動は、これまでと同じような形で進めていけ

ばよいのですが、次のことに注意しなければなり

ません。

●｢公益目的事業｣の推進
　｢公益目的事業｣とは、学術、技芸、慈善その他

公益に関する各種の事業など単に公益性が高い事

業というだけでなく、不特定多数の皆さんの利益

の増進に寄与するものでなければなりません。

　当倶楽部の｢公益目的事業｣とは、全体で行う講

演会やシンポジウム等とグループ単位(プラザ、部

会、研究会)で行う研究会、研修会、視察等、それ

らに必ず伴わせる懇談会(講演会等と懇談会とを合

せて｢交流会｣としています。)を指しています。ま

た、県や国からの補助事業などは原則的にこれに

入ります。

　これらは、事業を営む異業種の企業同士が交流

を深めることによって、地域企業の経営基盤の強

化、新技術や新製品の開発による新規事業分野へ

の進出等を促進して県内工業の健全な発展に寄与

していこうとする事業であり活動です。

　異業種企業が、慣習等にとらわれない自由な交

流の中で垣根を低くしあって情報の相互提供や技

術・知識等の探究、業務提携等を行い自らの事業

の充実・拡大を図り展開していくことで、他の産

業へも幅広く波及し、製品や雇用等を通して消費

者や県民に広く利益をもたらしていくこととなり

ます。

●その他の事業等の実施
　総会、理事会、各種委員会の準備や運営、事務

局の管理などは法人管理業務と呼ばれ「公益目的

事業」とは区別されます。事務局の職員の給与等

は、これらの事業への従事割合で按分されます。

　収益事業は行っても構いませんが公益目的事業

からはずされます。収益が生じない事業でも公益

性が低い場合は公益目的事業からはずされます。

●活動上の留意点
　どの活動も基本的にはこれまでと同じ活動でよ

いのですが、公益目的のための事業であるとのよ

り強い自覚が必要となります。それから活動の内

容を公表するのが前提とされますので、活動のポ

イントをうまく整理するよう工夫してください。

　活動の成果や実績等については積極的に発表す

るつもりで発表できる範囲をよく吟味してくださ

い。研究途上等で公開してしまうと折角の成果が

無意味になったり窃用されたりする危惧のあるよ

うな場合は公表しなくてよいとされます。最終的

には製品等として公開することとなります。

　公開の方法は、事業を展開するうえで最適な方

法で構いませんが、通常は当倶楽部の会報やホー

ムページによることとなります。

　また、どの活動も不特定多数の皆さんが参加で

きなければなりません。講演会やシンポジウムな

どはむしろその方向ですが、グループ単位の活動

の場合は、開催回数も多く一般に広く呼びかける

ことは難しいので、事業仲間や関係機関の職員な

どから相談を受けた場合はこれまでどおり参加し

てもらってください。

●当倶楽部の事業の特徴
　他の公益社団等と異なり当倶楽部は、不特定の

皆さんに資格を与えたり講習を施したり、業務上

必要な認定や許可を与えたりする事業がなく、基

本的には会員相互の活動に委ねられ、活動そのも

のから公益が導き出されるとの認識になるので公

益性について説明しにくいのは事実です。

　しかし、今回この認識のもとで公益社団として

発足すれば、これまでの活動やこれからの活動に

改めて公益性が確認されたことになります。複雑

な手続きを覚悟で厳正な基準や運営を求められる

「公益社団」移行を選択した理由もここにあります。

　会員はこのことを自覚して、より活発な活動を

行い積極的に自らの事業拡大を図る中で周辺の産

業等への広範な波及を図るなど、県内工業の健全

な発展のために寄与していくこの取り組みに誇り

を持つようにしてください。



※参加希望の方は、お近くのそうしん本支店窓口または、そうしんブレーン“21”ビジネスマッチング2013事務局
　までお申込みください。
※詳しくはWEBをご覧ください。





事務局からのお知らせ
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・ 平成25年1月30日(水)　13：30～15：30

　生産技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科

　※特に｢電気エネルギー制御科｣は初めての卒業生

　(定員20名)です。

・ 川内職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ川内)

　薩摩川内市高城町2526

　TEL0996－22－2121

ポリテクカレッジ川内「学校見学会」の開催について
～現場に即した実践技術者の求人のための説明会～

・ 平成25年1月23日(水)　13：00～17：30

・ 鹿児島大学大学院連合農学研究科棟　3階会議室

・ 内容　鹿児島大学で行われている再生エネルギーに

　　　　関する研究と薩摩川内市の取り組みについて

　　　　紹介、総合討論及び交流会もあります。

・ 主催　鹿児島大学　

・ 問合せ等　鹿大産学官連携推進センター

　　　　　　産学官連携部門

　TEL099－285－8498

第3回かごしま産学官交流会の開催について
かごしまの次世代エネルギー研究と活用事例

・ 平成25年2月13日（水）　15：00～

・ 鹿児島東急イン

　（鹿児島市中央町　TEL099－256－0109）

・ ビジネスプラン発表(県内2社、県外1社)

・ 交流会(情報交換・名刺交換等)

・ 主催　(公財)かごしま産業支援センター、

　　　　(一社)九州ニュービジネス協議会、

　　　　(社)鹿児島県工業倶楽部

第56回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」の開催について

●積極的に参画する“意欲のある企業”
●企業間の枠を超えて交流を深めたい企業
　～自己啓発、自己研鑽～
※入会資格等はホームページをご覧ください。

工業倶楽部会員募集
こんな企業を求めています！

自社の新商品・新製品・情報を発信してみたい、新しい技術開発、商品
作りのための情報募集や連携企業募集などとして、ご活用ください。
詳しくは、工業倶楽部事務局（総務・広報委員会）まで。

210×297mm

210×148mm

105×148mm

¥20,000

¥10,000

¥  5,000

工業倶楽部の
ホームページで
情報発信しませんか !!

　ホームページに会員のための「Member’s News[会員情報発信]」
コーナーを設け、どなたでも一定期間、商品や技術の紹介、要購
入財や事業の展開状況等を会員及び閲覧者に見て頂くことができ
るようになりました。
　事業内容の発信等に是非ご活用ください。
　申込みや取り扱い要領等については、ホームページをご覧ください。

工業倶楽部「会報」で会社のPRをしませんか !!工業倶楽部「会報」で会社のPRをしませんか !!

1ヶ月　¥2,000

事務局からのご案内
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